
新型コロナウイルス感染症対策本部
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本県の感染状況
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１

※ 感染者数の推移（７月以降）

ステージⅢに引き上げ
（8/6）

ステージⅣに引き上げ
（8/13）

まん延防止等重点措置適用
（8/20）

まん延防止等重点措置延長
（9/13）

ステージ引き下げⅢ→Ⅱ
（10/7）

１

まん延防止等重点措置解除
（9/30）

ステージ引き下げⅣ→Ⅲ
（10/1）



3※１「予測ツール」により算出した「酸素投与を要する人数（重症者を含む）の予測値」を基に「３週間後の必要病床数」を推計

※２「最大確保病床」とは，県病床確保計画におけるフェーズⅣの病床数

※３「ワクチン・検査パッケージ制度」の適用により行動制限が緩和される場合あり

•ワクチン接種の推進

•保健所の体制強化(人材の派遣・広域調整)

•医療提供体制の強化(病床，宿泊療養施設の確保)

•基本的な感染防止策の推進

→マスクの着用や手指消毒，三密の回避，

換気の徹底 など

•検査体制の充実

•積極的疫学調査の徹底

•飲食店等の第三者認証の促進

•業種別ガイドラインの遵守

•緊急事態措置・重点措置区域との不要不急の往来

及び同区域からの来県は，極力控えるよう促す

(｢ﾜｸﾁﾝ・検査ﾊﾟｯｹｰｼﾞ制度｣適用者除く)

講ずべき施策例

感染拡大の警戒基準 全体図

レベル１

レベル０

•安定的に一般医療が確保

•新型コロナウイルス感染症に
医療が対応できている

レベル２

•新規陽性者が増加傾向

•一般医療及び新型コロナウイ
ルス感染症への医療に負荷が
生じはじめているが，医療が
必要な人への適切な対応がで
きている

レベル３

•一般医療を相当程度制限しな
ければ，新型コロナウイルス
感染症への医療の対応ができ
ず，医療が必要な人への適切
な対応ができなくなる

（これまでの「ステージⅢ

(最終局面)～Ⅳ」相当）

レベル４

•一般医療を大きく制限しても，新型コロナウイルス感染症への医療に対応できない

•緊急対応病床数を超えた数の入院が必要
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•感染リスクの高い場面における接触機会の低減

（※３）

→｢感染拡大警報｣等の発令(警戒ﾒｯｾｰｼﾞの発出),

５人以上の会食回避の要請,PCR等検査の拡充,

飲食店への営業時間短縮の要請

•｢まん延防止等重点措置｣の要請（※３）

→ｲﾍﾞﾝﾄ開催の制限(重点措置区域)，混雑した場

所等への外出は極力控えるよう呼びかけ

•感染拡大防止対策の強化（※３）

→｢県独自の緊急事態宣言｣の発令,５人以上の

会食回避の要請，PCR等検査の集中的実施，

飲食店への営業時間短縮の要請

•｢緊急事態宣言｣の要請（※３）

→飲食店への営業時間短縮の要請（酒類提供店

は休業要請），ｲﾍﾞﾝﾄ開催の制限，混雑した

場所等への外出は極力控えるよう呼びかけ

•一般医療の制限(緊急対応病床への移行)

•｢ﾜｸﾁﾝ・検査ﾊﾟｯｹｰｼﾞ制度｣の停止

•更なる一般医療の制限

•積極的疫学調査の重点化
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鹿児島県の方針①（警戒基準）

11/25～

直近の新規感染者数がおおむねゼロ



55

鹿児島県の方針②（警報等）

11/25～
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鹿児島県の方針③（飲食）

少人数，短時間

その他
レベル
０～１

その他
レベル２

重点
レベル２～３

緊急
レベル３～

時短
要請

酒
提供

協力
金

時短
要請

酒
提供 協力金 時短

要請
酒
提供 協力金

認
証
店

人数・時間
の制限なし

なし 可 なし

措置
区域

①なし 可 なし ①21時まで 可 あり
②21時まで 可 あり ②20時まで 不可 あり

（酒提供店は休業）

措置
区域
以外

なし 可 なし ①21時まで 可 あり
②20時まで 不可 あり
（酒提供店は休業）

非
認
証
店

20時
まで

可 あり 措置
区域

20時まで 不可 あり 20時まで 不可 あり

措置
区域
以外

20時まで 可 あり 20時まで 不可 あり

※ワクチン・検査パッケージ制度（ＶＴＰ）を適用する場合：人数制限なし
※ワクチン・検査パッケージ制度（ＶＴＰ）を適用しない場合：同一グループの同一テーブルでの５人以上の会食回避を要請・呼びかけ

※同一グループの同一テーブルでの５人以上の会食回避を要請・呼びかけ

感染状況等に応じて①又は②のいずれかを県が指定

※VTP（ワクチン・検査パッケージ）により，行動制限緩和の適用を受けようとする事業者は，都道府県の登録を受ける必要
※登録方法等の詳細については，県ホームページ等で公開予定

今回見直し

これまで

「重点」…まん延防止等重点措置区域
「緊急」…緊急事態措置区域
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県民・飲食店の皆様へ
・第三者認証店を利用しましょう！

・第三者認証を取得しましょう！飲食店の皆様へ

県民の皆様へ

「ぐりぶークーポン」について，鹿児島県飲食店第三者認証店では
2,000円以上のご利用について700円割引



888

事業者の皆様へ

の をお願いします

業界団体等が作成する

（特措法第24条第9項に基づく要請）
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が始まります。

行動制限の緩和の適用を受けようとす
る事業者は今後，登録をお願いします。

飲食店やイベント主催者等の皆様へ

※登録方法等の詳細については，県ホームページ等で公開予定
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鹿児島県の方針④（イベント）
収容率 人数上限 時短

現状

その他
レベル
0～２

重点
レベル
２～３

緊急
レベル
３～

その他
レベル
0～２

重点
レベル
２～３

緊急
レベル
３～

その他
レベル
0～２

重点
レベル
２～３

緊急
レベル
３～

大声あり
50％
大声なし
100％

50
％

5,000人
又は収容定員
50％

のいずれか大き
い方

5,000人 5,000人 なし なし
（注２） 21時

緩和の
内容

大声あり
50％

大声なし
100％

収容定員まで 20,000人 10,000人

なし なし
（注２）

なし
（注２）

【感染防止安全計画を策定しない場合】
現状と同じ

感染防止安全計画策定（注１）

（注１）5,000人超のイベントに適用。「大声なし」が前提。 （注２）都道府県知事の判断により時短要請を行うこともあり得る。

「重点」…まん延防止等重点措置区域
「緊急」…緊急事態措置区域

※VTP（ワクチン・検査パッケージ）により，行動制限緩和の適用を受けようとする事業者は，都道府県の登録を受ける必要
※登録方法等の詳細については，県ホームページ等で公開予定

※ワクチン・検査パッケージ制度
（ＶＴＰ）の適用により，収容定
員まで追加可

※「大声あり」…観客等が，通常よりも大きな声量で，反復・継続的に声を発することを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベント



鹿児島県の方針⑤（移動）

往来 感染拡大地域との不要不急の往来の自粛
不要不急でない場合も慎重に判断

来県 感染拡大地域からの不要不急の来県は自粛

レベル０・１ レベル２ レベル３ レベル４
その他 まん延防止等重点措置 緊急事態区域

県外との
往来

○基本的な感染対策を徹底する。
○緊急事態措置区域及びまん延
防止等重点措置地域への不要不
急の往来自粛を求める。（注）

○緊急事態措置区域及びまん延防
止等重点措置地域への不要不急の
往来自粛を求める。（注）

○不要不急の県外との往来を極力控え
る。（注）

来県

○基本的な感染対策を徹底する。
○緊急事態措置区域及びまん延
防止等重点措置地域からの不要
不急の来県自粛を求める。（注）

○緊急事態措置区域及びまん延防
止等重点措置地域への不要不急の
来県自粛を求める。（注）

○不要不急の来県自粛を求める。
（注）

外出 ○基本的な感染防止対策を徹底し，混雑した場所や感染リスクの高い場所を
訪れることを控える。

※ツアーや宿泊施設へのVTP（ワクチン・検査パッケージ）の適用の詳細は観光庁において別に定める予定。
（注）ＶＴＰ（ワクチン・検査パッケージ）の適用者は対象外。



12

本県のワクチンの接種状況

全県民（１２歳以上）の約８４％が２回目接種済み（１１月２２日時点）
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鹿児島県の方針⑥（ワクチン）

２回目接種完了した18歳以上の方

追加接種（３回目接種）
＜対象＞

12月～ 医療従事者等

１月～ 高齢者等

接種券が届いたら
積極的な接種をお願いします
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まだ接種されていない方は１・２回目の接種を，
２回目の接種を終えた方は追加接種をご検討ください。

ワクチン接種促進動画放映中！

鹿児島県の方針⑥（ワクチン）

検索 ワクチン 動画

鹿児島県ホームページを検索
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自分のこと 家族のこと
友達のこと まわりの人を守るため



感染が落ち着いている今こそ
感染防止の行動が求められています


